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規制の目的、内容及び必要性等 [規制強化の目的及び必要性]
平成30年６月に発生した大阪府北部を震源とする地震において、建築物に附属するブロック塀の倒壊被害が発生したことを踏まえると、現状において、一部の塀
については地震に対する十分な安全性が確保されているとは言えないことが判明した。本規制の拡充を行わない場合、地震時に建築物及び建築物に附属する
塀が倒壊することにより道路閉塞が発生し、多数の者の円滑な避難を困難となる可能性がある状況が継続する。
このため、地震時の避難の安全性を確保する観点から、都道府県又は市町村が指定する避難路の沿道の一定の規模以上の塀が附属する建築物について、耐
震診断を義務付けることが必要である。
塀の附属する建築物の所有者による自主的な耐震診断・耐震改修を促すための啓発等の非規制の手段では、効果が十分に発現していないため規制手段の採
用が妥当である。
［規制強化の内容］
都道府県又は市町村が耐震改修促進計画において指定する避難路に接する通行障害建築物に、倒壊した場合において避難路の幅員の過半を閉塞するおそれ
があり、かつ、一定の長さを超える塀※１が附属する建築物を追加する。
※１　原則として、当該塀の高さが（前面道路の境界線までの水平距離＋前面道路の幅員の２分の１に相当する距離※２）÷2.5を超え、かつ、当該塀の長さ※２
が25ｍを超えるもの
※２　地形、道路の構造その他の状況により、上記の原則によることが不適当である場合は、国土交通省令で定める距離、長さ
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（遵守費用）

（行政費用）

直接的な効果（便益）の把握

当該規制強化に係る遵守費用として、都道府県又は市町村の耐震改修促進計画に避難路が指定された場合に、当該避難路の沿道の建築物で、一定の規模以
上の塀が附属するものの所有者において、耐震診断に係る費用が発生する。また、行政費用として、所管行政庁において、都道府県又は市町村の耐震改修促
進計画において指定された避難路の沿道の一定の規模以上の塀が附属する建築物に係る耐震診断費用の補助に係る費用及び耐震診断結果の公表等に係る
費用が発生する。なお、当該規制強化による副次的な影響及び波及的な影響は発生しない。
一方、当該規制強化による効果（便益）として、都道府県又は市町村の耐震改修促進計画において指定された避難路の沿道における、地震によって倒壊等が生
じた場合に被害が甚大となると想定される一定の規模以上の塀を有する建築物について、耐震性の有無及び耐震改修の必要性が明らかとなり、地震時の避難
の安全性が確保されることにより、地震に対する安全性の向上が図られることとなる。
これら費用及び効果（便益）を比較すると、費用が一定程度発生するものの、上記のような効果（便益）に対して、当該規制強化に伴う費用の発生は社会的に受
忍できる程度のものであり、当該規制強化を行うことが妥当である。

当該規制強化による副次的な影響及び波及的な影響は発生しない。

費用と効果（便益）の関係

都道府県又は市町村の耐震改修促進計画に避難路が指定された場合に、当該避難路の沿道の建築物で、一定の規模以上の塀が附属するものの所有者にお
いて、耐震診断に係る費用が発生する。
なお、当該遵守費用は、対象となる建築物の規模や構造等により異なるため、定量的に把握することは困難である。

所管行政庁において、都道府県又は市町村の耐震改修促進計画において指定された避難路の沿道の一定の規模以上の塀が附属する建築物に係る耐震診断
費用の補助に係る費用が発生するが、対象となる建築物の規模や構造等により異なるため、定量的に把握することは困難である。
また、所管行政庁において、耐震診断結果の公表等に係る費用が発生するが、軽微である。

都道府県又は市町村の耐震改修促進計画において指定された避難路の沿道における、地震によって倒壊等が生じた場合に被害が甚大となると想定される一定
の規模以上の塀を有する建築物について、耐震性の有無及び耐震改修の必要性が明らかとなり、地震時の避難の安全性が確保されることにより、地震に対す
る安全性の向上が図られることとなる。

副次的な影響と波及的な費用の把
握

直接的な費用の把握



代替案との比較 当該規制の代替案としては、次のような代替案が想定される。
［代替案の内容］
塀が附属する全ての建築物に耐震診断を義務付ける。
［費用］
・遵守費用
塀が附属する全ての建築物の所有者において、耐震診断に係る費用が発生する。
なお、当該遵守費用は、対象となる建築物の規模や構造等により異なるため、定量的に把握することは困難である。
・行政費用
所管行政庁において、塀が附属する全ての建築物に係る耐震診断費用の補助に係る費用が発生するが、対象となる建築物の規模や構造等により異なるため、
定量的に把握することは困難である。また、所管行政庁において、耐震診断結果の公表等に係る費用が発生する。
［効果（便益）］
塀が附属する全ての建築物について、耐震性の有無及び耐震改修の必要性が明らかとなり、地震に対する安全性の向上が図られることとなる。
［費用と効果（便益）の比較］
当該代替案に係る遵守費用として、塀が附属する全ての建築物の所有者において、耐震診断に係る費用が発生する。また、行政費用として、所管行政庁におい
て、塀が附属する全ての建築物に係る耐震診断費用の補助に係る費用及び耐震診断結果の公表等に係る費用が発生する。なお、当該規制強化による副次的
な影響及び波及的な影響は発生しない。
一方、当該規制強化による効果（便益）として、塀が附属する全ての建築物について、耐震性の有無及び耐震改修の必要性が明らかとなり、地震に対する安全
性の向上が図られることとなる。
これら費用及び効果（便益）を比較すると、上記のような効果（便益）に対して、代替案における費用は塀が附属する全ての建築物に発生し、過剰な規制に伴う大
きな社会的費用が生じる。
［副次的な影響及び波及的な影響］
当該代替案による副次的な影響及び波及的な影響は発生しない。
［代替案と規制案の比較］
規制案は、塀の高さについては多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものを対象とし、塀の長さについては過剰な規制となることを避ける観点から
通常の一戸建て住宅を対象から除外することとしており、一方、代替案は過剰な規制に伴う大きな社会的費用が生じるため、規制案が妥当である。

施行５年後に事後評価を実施。

備考

特になし。その他関連事項

事後評価の実施時期等


